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① 上記共済金を一括で受け取った場合は、マニュアルの「一時的な所得」に

該当するものと判断してよいか。

② また、分割で受け取るとした場合、年額 18 0万円を超えることが確認で

きれば、最初の支給日をもって、被扶養者からはずすこととなるのかご教示

願います。

類似案件として、項番63 5 (22. 6. 2付：別府年金事務所）が疑義照会さ

れていますが、個人年金と小規模企業共済制度を同等と考えていいのかの判断

がつかないため照会いたします。

く対応案＞

① 一括受け取りの場合は、一時的な所得と判断し、被扶養者は継続とするが、

分割受け取りの場合は、現実に継続して収入があるため、年間 18 0万円を

超える際には被扶養者からはずすこととなる。

② 本来、一括で受け取るものを分割にするだけなので、どちらの場合も、一

時的な所得と判断し、被扶養者は継続とする。

（ブロック本部回答）

疑義照会No.2010-635(平成22年6月2日受付）で類似案件が照会されています

が、対象となる年金等の種類により取扱いが異なるか否かの判断につきまして

本部へ照会いたします。

回答部署名

所属部署の長の確認 I 椿



（本部回答）

恒常的な収入の対象となる年金等の種類により取扱いは、異ならないため

【No.2010・635】を参考として、収入と取り扱うことが妥当と考える。

回 平成22年11月29日
回答部署名
回答作成者
連絡先

メールアドレス

主管担当部署の長の確認

（軽微なものについてはグループ長）
山上
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